
エコアクション21
環境経営レポート

対象期間　　令和4年 4月～令和5年 3月

株式会社　愛媛ミラー

発行日　令和5年6月30日

1



目　次

１． 組織の概要

２． 認証・登録の対象範囲

３． 環境経営方針

４． 環境経営目標

５． 環境経営計画

６． 環境経営目標の実績

７． 環境経営組織体制

８． 環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

９． 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

 並びに違反、訴訟等の有無

10.　代表者による全体評価と見直し・指示の結果

11.　環境活動等　

2



１． 組織の概要

●事業所名　　　株式会社　愛媛ミラー

●代表者名　　　代表取締役　　藤堂　義博

●所在地

　【本社】愛媛県松山市津吉町447番地2

　【倉庫】愛媛県松山市中野町477番地1

注．中野町【倉庫】は「倉庫資材置場・作業場」として使用

●環境管理責任者氏名連絡先及び担当者

　　環境管理責任者　　　　藤堂　正博

　　環境事務局　　　　　　山本　里奈

　　連絡先　　　　　　　　TEL　　(089)963-2227

　　　　　　　　　　　　　FAX　　(089)963-2990

●事業活動の概要 道路交通安全施設等建設工事

　　建設業許可

　　許可番号　愛媛県知事　許可（般－3）第10291号

　　許可年月日　　　令和3年9月21日

　　有効期限　　　　令和8年9月20日

　　建設業の種類　　土木工事業、とび・土工工事業、

　　　　　　　　　　塗装工事業、造園工事業

●事業規模

　　・売上高　　  123.3百万円／令和４年度   事業年度（4月～3月）

　　・従業員　　　13人

　　・延べ面積　　事務所　  141.08㎡

　　　　　　　　　倉庫  　  150㎡

２．認証・登録の対象範囲

   ●事業活動　 道路交通安全施設等建設工事

   ●対象事業所　　 本社（津吉町）　倉庫資材置場・作業場（中野町）

全ての事業活動、事業所・組織（７． 環境管理組織体制 参照）を対象とする
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３．環境経営方針

株式会社　愛媛ミラー
環 境 経 営 方 針

＜基本理念＞

株式会社愛媛ミラーは、道路交通安全施設工事業者として「歩行
者、ドライバーの安全を守る」を基本方針に「人と環境にやさし
い街作り」に貢献することを目指し、環境負荷の低減と環境保全
活動への取り組みを自主的、積極的に行い、継続的な改善を図り
ます。

＜環境保全への行動指針＞

　①二酸化炭素排出量の削減
　　・省エネルギー
　　・省資源
　②産業廃棄物排出量の削減
　③水の使用量の削減
　④事務用品のグリーン購入の推進
　⑤環境に配慮した工事の実施
　⑥地域での環境活動の積極的な参加
　⑦化学物質を使用する場合はその使用量削減
　⑧業務上の事故(交通事故含む)防止の徹底

２．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日：平成３０年３月１日　　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改訂日：令和４年１１月１日　　

  株式会社　愛媛ミラー　　　　　　 
　代表取締役　藤堂　義博　　　　

１．環境経営方針は全従業員に周知し、具体的に次のことに取り組みま
す。

３．環境への取り組みを環境経営レポートとしてとりまとめ公表します。
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４．環境経営目標

環境経営目標（単年・中期３ヶ年）

単位
基準値

（過去3年間の
平均値）

2022年4月～
2023年3月

2023年4月～
2024年3月

2024年4月～
2025年3月

排出量 kg-CO2 32,387 32,225 32,064 31,904

原単位 kg-CO2/百万円 295 294 292 291

電気使用量 kWh 7,450 － － －

ガソリン、軽油 L 10,027 － － －

LPG kg 1,060 － － －

一般廃棄物 kg － － － －

産業廃棄物 kg － － － －

再資源化率 ％ 92.7 90以上 90以上 90以上

水使用量 公共用水域等 m3 86 86 85 85

注１．基準値は、過去３年間の平均値（2019.4～2022.3）とする

注４．温室効果ガス・二酸化炭素排出の原単位は売上高（百万円）当たりの排出量とする

注５．令和４年度年間売上高基準を123.3百万円とする

注７．表中目標数値は「排出原単位ではその数値以下」「再資源化率ではその数値以上」等を

　　　目標とすることを示す

注８．ガソリン、軽油など「目標」の代わりに別途「目途」を定め二酸化炭素削減目標に

　　　取り組む

注２．電力のCO2排出係数は、四国電力排出係数0.669kg-CO2/kWh（平成28年度12月27日公表

　　　平成27年度実績の調整後排出係数）を使用し、本レポートでは全てこの値を使用

注３．単年・中期目標は基準値（2019.4～2022.3の平均値）に対して「毎年0.5％削減」を

　　　基本とした

注６．廃棄物・再資源化率＝廃棄物再資源化量／廃棄物排出量とする

　　　（再資源化率は主に産廃を対象としている）

業務上事故の防止 安全運転及び工事中における通行者に対しての安全確保に努める

項　目

温室効果ガス
 二酸化炭素

内訳

廃棄物排出量

化学物質使用量 プライマーの購入量を把握する。化学物質の使用は必要最小限とする

グリーン購入率 文房具はエコマーク商品を購入するよう努める

サービスの環境配慮 工事において環境配慮（工法、省エネ、省資源等）に努める
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５． 環境経営計画

実施 実施

責任 担当

１．消灯習慣 １．消灯習慣 事務 全員

　不在時の消灯の徹底 ２．エアコン・OA機器 事務 全員

　昼休み等の不要時には消灯する。

　不必要な照明の消灯を心がける。

　トイレは原則として消灯し、使用時にその都度点灯する。

２．エアコン、OA機器

　エアコンの使用期間（7月～9月、11月～3月目途）

　設定温度（夏27℃、冬22℃）

　使っていないＯＡ機器の電源オフ

1．エコドライブ（安全運転） 1．エコドライブ 工事 運転者

　急発進、急加速の禁止 ２．工事・重機運転 工事 工事

　アイドリングストップの徹底

　法定速度運転の推進

２．工事、重機運転

　　できるだけフルパワー操作をしないようにする。

　　

１．路面標示施工 工事 工事

　工事開始時間を配慮し不必要に使用しない。

１．分別、リサイクル １．一般廃棄物分別 事務 全員

　分別によるリサイクルの推進 ２．省資源 事務 全員

２．省資源

　使用済みコピー用紙の裏面使用

　使用済み封筒の再利用

　コピー機使用後、ミスコピー防止のため、必ず設定をリセットする。

１．適正処理 工事 工事

　マニフェストによる適正処理

１．節水習慣 １．節水習慣 事務 全員

　手洗いでの不必要な水は節水するよう習慣づける。 ２．漏水確認 事務 環担

２．漏水確認

　請求書記載の使用量推移から漏水有無の確認を行う

プライマーの購入量を把握する 事務 事務

化学物質の使用は必要最小限とする 工事 工事

化学物質の拡散防止策を徹底する

文房具はエコマーク商品を購入する 事務 事務

工事での環境配慮（工法、省エネ、省資源等） 工事 工事

　こまめな工程管理の徹底

　施工方法、作業方法の効率化

　過積載の防止

安全運転の確保 全員 全員

工事中における通行者に対しての安全の確保 工事 工事

項目 具体的な取組内容

電気

ガソリン、軽油

LPG

一般廃棄物

産業廃棄物

水

化学物質使用量

グリーン購入

サービスの環境配慮

業務上事故の防止
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６． 環境経営目標の実績

●環境経営目標・実績
（活動期間：2022.4～2023.3）

単位 目標 実績
達成率
（％）

排出量 kg-CO2 32,225 36,476 88

原単位 kg-CO2/百万円 294 296 99

電気使用量 kWh － 7,379 －

ガソリン、軽油 L － 11,164 －

LPG kg － 1,365 －

一般廃棄物 kg － 203 －

産業廃棄物 kg － 53,621 －

再資源化率 ％ 90.0 95.5 106

水使用量 公共用水域等 m3 86 81 106

注１．温室効果ガス・二酸化炭素排出の原単位は売上高（百万円）当たりの排出量とする

注２．令和４年度年間売上高基準を123.3百万円とする

注３．廃棄物・再資源化率＝産業廃棄物再資源化量／産業廃棄物排出量とする

注４．数値が小さいほど良い項目は達成率＝（目標／実績）×１００とする

但し再資源化率は数値が大きいほど良いので達成率（％）＝（実績／目標）×１００とする

業務上事故の防止
安全運転及び工事中における通行者に対しての
安全確保に努めた

項　目

温室効果ガス
二酸化炭素

内訳

廃棄物排出量

化学物質使用量
プライマーの使用量は購入量で代替把握し
化学物質の使用は必要最小限とした

グリーン購入
文房具はエコマーク商品を継続購入した

サービスの環境配慮
工事においては環境配慮（工法、省エネ、省資源
等）に努めた
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●環境経営目標・実績（月次推移）
活動期間（４月－３月）

達成状況／是正策

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 (実施責任者・事務局）

二酸化炭素 総量基準年二酸化炭素（kgCO2） 1,859 1,458 1,840 2,601 2,665 2,570 2,827 2,774 3,488 3,144 4,152 3,009
総量基準年　累計 1,859 3,317 5,157 7,758 10,423 12,993 15,820 18,594 22,082 25,226 29,378 32,387

総量目標 二酸化炭素（kgCO2） 1,850 1,451 1,831 2,588 2,652 2,557 2,813 2,760 3,471 3,128 4,131 2,994
総量目標　累計 1,850 3,300 5,131 7,719 10,371 12,928 15,741 18,501 21,972 25,100 29,231 32,225

総量実績 二酸化炭素（kgCO2） 1,789 1,856 2,179 4,996 3,788 4,916 3,779 2,505 3,698 1,627 3,270 2,073
総量実績　累計 1,789 3,645 5,824 10,820 14,608 19,524 23,303 25,808 29,506 31,133 34,403 36,476
売上高(百万円) 2.1 2.0 1.6 4.1 0.7 19.7 20.1 0.1 0.6 15.0 29.5 27.8

二酸化炭素総量　評価 ○ × × × × × × ○ × ○ ○ ○
基準年ＣＯ２原単位（月別） 3,830 2,029 879 885 3,635 1,807 314 1,314 7,611 1,219 177 99

基準年累計（kgCO2/百万円） 3,830 5,859 6,738 7,623 11,258 13,065 13,379 14,693 22,304 23,523 23,700 23,799

ＣＯ２原単位目標（月別） 3,811 2,019 875 881 3,617 1,798 312 1,307 7,573 1,213 176 99
目標累計（kgCO2/百万円） 3,811 5,830 6,704 7,585 11,202 13,000 13,312 14,620 22,192 23,405 23,582 23,680

ＣＯ２原単位実績（月別） 852 928 1,362 1,219 5,411 250 188 25,050 6,163 108 111 75
二酸化炭素原単位　評価 〇 〇 × × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇

電気 基準年 589 370 397 517 518 457 463 604 909 932 912 782
　　　　　　　kWh　（累計） 589 959 1,356 1,873 2,391 2,848 3,311 3,915 4,824 5,756 6,668 7,450

目　途　（月別） 586 368 395 514 515 455 461 601 904 927 907 778
　　　　　　　kWh　（累計） 586 954 1,349 1,864 2,379 2,834 3,294 3,895 4,800 5,727 6,635 7,413

今期実績（月別） 512 396 484 514 537 460 472 580 959 920 841 704
                　kWh　（累計） 512 908 1,392 1,906 2,443 2,903 3,375 3,955 4,914 5,834 6,675 7,379

電気使用量　評価 〇 △ × △ × × × △ × × △ 〇

ガソリン 基準年 426 426 525 465 555 609 497 521 510 466 615 461
                Ｌ　（累計） 428 854 1,379 1,844 2,399 3,008 3,505 4,026 4,536 5,002 5,617 6,078

目　途　（月別） 424 424 522 463 552 606 495 518 507 464 612 459
　　　　　　　Ｌ　（累計） 424 848 1,370 1,833 2,385 2,991 3,485 4,004 4,511 4,975 5,587 6,046

今期実績（月別） 432 592 511 391 354 408 654 177 422 408 500 373
　　　　　　　Ｌ　（累計） 432 1,024 1,535 1,926 2,280 2,688 3,342 3,519 3,941 4,349 4,850 5,222

ガソリン使用量　評価 × × △ △ △ 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇

軽油 基準年 157 85 125 313 295 211 390 311 520 415 683 446
　　Ｌ　（累計） 157 242 367 680 975 1,186 1,576 1,887 2,407 2,822 3,505 3,951

目　途　（月別） 156 85 124 311 294 210 388 309 517 413 680 444
　　Ｌ　（累計） 156 241 365 677 970 1,180 1,568 1,878 2,395 2,808 3,487 3,931

今期実績（月別） 97 84 184 1,243 860 1,199 615 441 450 25 460 286
　Ｌ　（累計） 97 181 365 1,607 2,467 3,666 4,280 4,721 5,171 5,196 5,656 5,942

軽油使用量　評価 〇 〇 △ × × × × × △ △ △ △

LPG 基準年 23 0 5 122 88 102 118 118 115 122 162 85
kg　（累計） 23 23 28 150 238 340 458 576 691 813 975 1,060

目　途　（月別） 23 0 5 121 88 101 117 117 114 121 161 85
　　kg　（累計） 23 23 28 149 237 338 456 573 688 809 970 1,055

今期実績（月別） 65 0 65 180 130 190 120 190 305 0 120 0
　　　kg　（累計） 65 65 130 310 440 630 750 940 1,245 1,245 1,365 1,365

ＬＰＧ使用量　評価 × △ × × × × △ × × △ × △

廃棄物 一廃　基準年 16 22 24 15 12 15 17 13 22 20 15 15
一廃 　　kg　（累計） 16 38 62 77 89 104 121 134 156 176 191 206

産廃 目　途　（月別） 16 22 24 15 12 15 17 13 22 20 15 15
kg　（累計） 16 38 62 77 89 103 120 133 155 175 190 205

今期実績（月別） 15 17 11 25 12 22 15 18 35 10 10 13
　　kg　（累計） 15 32 43 68 80 102 117 135 170 180 190 203

一般廃棄物排出量　評価 〇 〇 〇 △ 〇 △ 〇 × × △ 〇 〇

産廃 基準年 22,677 28,567 3,063 0 1,202 1,550 457 6,530 5,917 6,280 6,063 4,560

　　kg　（累計） 22,677 51,244 54,307 54,307 55,509 57,059 57,516 64,046 69,963 76,243 82,306 86,866

目　途　（月別） 22,564 28,424 3,048 0 1,196 1,542 455 6,497 5,887 6,249 6,033 4,537
kg　（累計） 22,564 50,988 54,035 54,035 55,231 56,774 57,228 63,726 69,613 75,862 81,894 86,432

今期実績（月別） 0 0 0 0 0 1,970 600 0 20,190 12,570 11,571 6,720
　　kg　（累計） 0 0 0 0 0 1,970 2,570 2,570 22,760 35,330 46,901 53,621

基準年産廃再生化率 （％) 90.1 90.4 92.0 0 92.0 91.4 0 90.0 100.0 98.8 90.1 92.5
再生化率目途再生化率 （％） 0 0 0 0 0 90 90 0 90 90 90 90
再生化率実績再生化率（ ％） 0 0 0 0 0 99.4 90.0 0.0 92.5 100.0 98.0 91.1
産廃再資源化率　評価 － － － － － ○ ○ － ○ ○ ○ ○

水 基準年 6.2 6.2 6.7 6.7 7.7 7.7 7.7 7.7 8.2 8.2 6.7 6.7
　　　　㎥　　（累計） 6.2 12.4 19.1 25.8 33.5 41.2 48.9 56.6 64.8 73.0 79.7 86.4

目　標　（月別） 6.2 6.2 6.7 6.7 7.7 7.7 7.7 7.7 8.2 8.2 6.7 6.7
　　　　㎥　　（累計） 6.2 12.3 19.0 25.7 33.3 41.0 48.7 56.3 64.5 72.6 79.3 86.0

今期実績（月別） 5.5 5.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 5.5 5.5
　　　　㎥　　（累計） 5.5 11.0 18.0 25.0 32.5 40.0 47.5 55.0 62.5 70.0 75.5 81.0

水使用量　評価 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　

項目
スケジュール 評価／指示

（環境管理責任者・代表者）

二酸化炭素総量、年間目標３２，２２５に対し
実績３６，４７６となり目標未達成。

原単位は年間目標294に対し年間実績296となり目
標未達成となった。

削減努力を継続すること

電気使用量としては年間目途７，４１３に対し
実績７，３７９となり目途達成。

引き続き削減努力を継続すること

ガソリン使用量としては年間目途６，０４６に対し
実績５，２２２となり目途達成できた。

ガソリンは工事量、工事内容走行距離に依存す
る。
エコドライブなど取組としては継続して取り組む。

廃棄物の続き

水の使用量としては年間目標８６．０に対し
実績８１．０となり、水使用量の目標達成できた。

削減努力を継続すること

軽油使用量としては年間目途３，９３１に対し
実績５，９４２となり目途未達成。

ガソリンは工事量、工事内容走行距離に依存す
る。
エコドライブなど取組としては継続して取り組む。

LPG使用量としては年間目途１，０５５に対し
実績１，３６５となり目途未達成。

LPGボンベは使いきり励行し、残量のないように
チェックする。

一般廃棄物排出量は最終的に年間目途205に対
し、年間実績203となり目途達成。
（産廃排出量は年間目途８６，４３２に対し実績５
３，６２１となり年間目途達成。)

また最終的に産廃再生資源化率は年間目途９０％
に対し実績９５．５％となり目途達成。

適正処理、分別、リサイクル及び省資源の活動は
実施出来ていると評価。廃棄物再生化の継続及
び一般廃棄物削減に継続して取り組むこと。産廃
総量については工事量、工事内容に起因するの
で、その削減自体は目標としない。
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７． 環境経営組織体制

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施及び管理に必要な、人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・実施体制の構築（環境管理責任者の任命を含む）

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標の設定を承認

・代表者による全体の評価、見直し、指示を実施

・経営における課題とチャンスの明確化

・環境経営レポートの承認

・環境経営システムの構築、実施、管理

・法規制等の要求事項登録簿を承認

・環境経営実施計画書を承認

・環境経営の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

・環境管理責任者の下で、ＥＡ２１活動推進の事務局

・環境への負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックのまとめ

・「環境関連法規等チェックリスト」のまとめ

・環境経営目標・環境経営実施計画書原案のまとめ

・環境経営実施計画の実績集計

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営レポートのまとめ、公開(事務所に備付けと地域事務局への送付)

・自部門における環境経営システムの実施

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境経営目標及び環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の手順書作成及び運用管理

・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成、テスト・訓練・記録

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置

・環境方針の理解と環境への取組の重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
全従業員

役割・責任・権限

環境管理責任者

環境事務局

部門長

代表者（社長）

＜実施体制図＞

環境管理責任者

環境事務局

工事部門事務・総務部門

代表者

（社長）

9



８． 環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

１．消灯習慣

不在時の消灯の徹底 〇

昼休み等の不要時には消灯する △

不必要な照明の消灯を心がける 〇

トイレは原則として消灯し、使用時にその都度点灯する △

２．エアコン、OA機器

設定温度（夏27℃、冬22℃） △

使っていないＯＡ機器の電源オフ 〇

1．エコドライブ（安全運転）

急発進、急加速の禁止 〇

アイドリングストップの徹底 〇

法定速度運転の推進 〇

２．工事、重機運転

　できるだけフルパワー操作をしないようにする。 〇

　

１．路面標示施工

　工事開始時間を配慮し不必要に使用しない △

１．分別、リサイクル

　分別によるリサイクルの推進 〇

２．省資源

　使用済みコピー用紙の裏面使用 〇

　使用済み封筒の再利用 〇

　コピー機使用後、ミスコピー防止のため、必ず設定をリセットする △

１．適正処理

　マニフェストによる適正処理 〇

１．節水習慣

　手洗いでの不必要な水は節水するよう習慣づける 〇

２．漏水確認

　請求書記載の使用量推移から漏水有無の確認を行う 〇

プライマーの購入量を把握する 〇

化学物質の使用は必要最小限とする 〇

化学物質の拡散防止策を徹底する 〇

文房具はエコマーク商品を購入する 〇

１．工事での環境配慮（工法、省エネ、省資源等）

　こまめな工程管理の徹底 〇

　施工方法、作業方法の効率化 〇

　過積載の防止 〇

安全運転の確保 〇

工事中における通行者に対しての安全の確保 〇

注．取組状況評価　　　　○：取組ができた　　　　　△：さらに取組が必要　　　　　×：取り組めなかった

業務上事故の防止     活動継続すること　　

項目 具体的な取組内容 取組状況 次年度の取組内容

　取組継続すること

　燃費向上に向けて取組
継続すること

　取組継続すること

　取組継続すること　　　 

　取組継続すること　　

　活動継続すること　　

　取組継続すること　　

プライマー購入量で代替
把握し、活動継続するこ
と

　取組継続すること

電気

ガソリン、軽油

グリーン購入

サービスの環境配慮

LPG

一般廃棄物

産業廃棄物

水

化学物質使用量の削減
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判定

・一般廃棄物 （松山市ごみ分別はやわかり帳） 〇

・産業廃棄物 元請排出者の処理責任（保管・表示、分別排出、マ
ニフェスト発行・５年間保存、遅延時報告） 〇

〇

該当なし

・産業廃棄物の保管基準
（60cm×60cmの表示等の義務）

〇

・産廃処理委託契約（業者許可証添付） 〇

・マニフェスト発行状況報告
〇

・多量排出事業者（区域内年間1000トン以上）産廃減量化計画提
出・公表 該当なし

・元受業者から発注者への分別解体等計画等の書面説明（廃棄物
抑制、再資源化費用低減、再資源化資材の使用） 〇

・再資源利用促進計画書・実施書の作成
〇

・発注者への再資源化等完了報告と記録の保存
〇

家電リサイクル法

　
・業者への適正引渡しによる家庭用エアコン・冷蔵庫フロン類の
回収再利用又は破壊

該当なし

〇

該当なし

該当なし

該当なし

・浄化槽設置届・変更届・廃止届 〇

・浄化槽保守点検・清掃　記録保管（3年） 〇

・浄化槽定期検査（11条検査←設置時７条検査）記録保管（3年） 〇

消防法 ・消防設備工事に伴う設置届、規制基準の厳守 〇

労働安全衛生法 ・一般健康診断などの実施 〇

・対象化学物質の排出量と移動の把握・届出6て建設業は対象外で
ある
・対象化学物質の情報（ＳＤＳ）入手可能

該当なし

・ＥＡ２１ガイドライン要求事項：環境負荷の自己チェックシー
ト「ＰＲＴＲ法該当物確認と数量把握」 〇

  遵守出来ており、又過去３年間違反や訴訟、関係当局より違反などの指摘はありませんでした。

９．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果
　　並びに違反、訴訟等の有無

参考．ＰＲＴＲ法（化
管法）　　　　（特定
化学物質の環境への排
出量の把握及び管理の
改善の促進に関する法

律）

浄化槽法

廃棄物処理法
（廃棄物の処理及び清

掃に関する法律）

建設リサイクル法

産業廃棄物処理委託契
約書

・運搬：元受排出事業者として運搬車両表示・書類携帯。産廃収
集運搬許可のない下請事業者として請負500万円以下、1回1立米以
下の運搬

産業廃棄物管理票交付
等状況報告書

処理計画書、実施状況
報告書

分別解体等計画等の説
明書類

再資源利用促進計画
書・実施書

簡易（自主）点検記録

浄化槽設置・変更・廃
止届

浄化槽保守点検記録票

化学物質ＳＤＳ

浄化槽法定検査記録

健康診断結果報告届出
書

該当なし

充填証明書
回収証明書

行程管理表

   環境関連法規等の遵守状況について確認及び評価をした結果、環境関連法規制等について

フロン排出抑制法
・業務用エアコン：圧縮機定格7.5kw未満簡易自主点検・記録
・フロン類算定漏洩量報告・公表

法規制等の名称 該当する要求事項
遵守評価

証拠

-

産業廃棄物管理票（マ
ニフェスト）

車両表示

携帯書類

再資源利用促進計画
書・実施書、マニフェ
スト類

家電リサイクル券

表示看板

少量危険物貯蔵届出書

引取証明書
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10.代表者による全体評価と見直し・指示の結果

[環境経営方針]

引き続き環境経営方針に沿って行動を継続する。

[目標・環境経営計画]
新たに基準値を見直したので、達成出来るように削減努力していくこと。

[実施体制]
現段階では見直しをする必要性はなし

[環境経営システムの各要素]
管理方法や作業工程など特に変更の必要はないが社内での環境に対する意識を高め、

社員全員で取り組む。

各項目ともに良好に機能している。

[全体評価]
今期の活動に対し、CO2総量、CO2原単位、軽油使用量、LPG使用量が未達成となった。

原因は、受注内容の変動や現場が遠方であった為と思われる。

しかし、その他の項目は達成出来ているので、今後も全社員一丸となって環境取り組みに

努めていきたい。

令和5年5月31日

　代表取締役　藤堂 義博

省エネについても実施しており、変更も現在のところ必要はない。
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●環境保全活動等への参加の取組

11.環境活動等

愛ロード（Ｒ４．０５．１９） 愛ロード（Ｒ４．０７．１９）

愛ロード（Ｒ４．０９．０１） 愛ロード（Ｒ４．１１．２４）
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